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地域連携ＩＣカード「totra」のサービス開始予定日及び内容の決定について 
 

 
 
  

１ 地域連携ＩＣカード「totra」について 

   「totra」の概要 

「東日本旅客鉄道株式会社」（以下，「ＪＲ東日本」という。）が提供する「Suica」の

機能に加え，地域独自サービスを１枚で提供できる全国初の地域連携ＩＣカード 
 

  導入主体 

 宇都宮ＩＣカード導入検討協議会（以下，「協議会」という。） 

関東自動車㈱，ジェイアールバス関東㈱，宇都宮ライトレール㈱（これら交通事

業者を以下，「totra 事業者※」という。），宇都宮市，芳賀町で構成 
 

   ※ totra 事業者 

交通事業者 対象路線 車両数（本市発着）

関東自動車株式会社 栃木県内の一般路線バス全線 ３３０台(２８４台)

ジェイアールバス関東株式会社 栃木県内の一般路線バス全線 １６台(１１台) 

宇都宮ライトレール株式会社 全線（２０２２年春開業予定） １７編成 
 

２ サービス開始予定日 

  令和３年３月２１日（日） 

   ⇒ 同日からＩＣカードの発売，路線バスでの利用開始 
 

３ 「totra」の主なサービス内容について 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※１「Suica」などの全国相互利用カードが使えるエリアの鉄道等で使用可能 
※２ 地域独自サービスで得たポイントは，totra事業者のバスやＬＲＴにのみ利用可能 

（買い物等には利用不可） 

 

令和２年１２月２４日

総合政策部 交通政策課

【地域独自サービス機能】 

〇 ポイントサービス※２ 

・ totra事業者のバスやＬＲＴでの 
運賃支払い額に応じてポイント累積 

〇 本市の福祉サービス※２ 

 ・ 高齢者外出支援事業 
・ 精神障がい者交通費助成事業 

 〇 運賃負担軽減サービス 

・ 上限運賃制度 
・ １日フリー乗車券 
・ 乗り継ぎ割引  

 〇 定期券サービス 

  ・ totra事業者が販売するバスやＬＲＴ 
の定期券を搭載可能 
 

  ⇒ このほか，順次，様々なサービスを 
展開予定 

【Suica 機能】  

〇 電子マネーサービス 

・ totra 事業者の運行するバスや 

ＬＲＴをはじめ，全国の鉄道等※１ 

の運賃支払いに利用可能 

・ 「Suica」加盟店（コンビニや 

スーパー等）で買い物に利用可能 

 

 

〇 定期券サービス 

  ・ ＪＲ東日本が販売する鉄道等の 
定期券を搭載可能 

制度詳細が確定

次第，実施 
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４ 「totra」の導入によるメリット 

 ・ 鉄道，ＬＲＴ，バス，地域内交通の支払いが１枚で可能となる。 

・ 複数の公共交通の定期券が１枚にまとまる。 

 ・ ポイントサービスや運賃負担軽減サービスなどを受けられる。 

・ バスの運賃支払い時間の短縮と乗車方法の変更により，乗り降りがスムーズになる。 

 ・ 「Suica」等の全国相互利用カードを所有する来訪者なども利用できるようになる。 

 ・ 非接触型決済により感染症対策にも寄与する。 

 

５ サービス開始当初から実施する地域独自サービスについて 

  定期券サービスのほか，下記のサービスを実施 

   ポイントサービス（サービス開始日と同時に開始） 

・ totra 事業者のバスやＬＲＴの運賃を支払った際に，運賃支払額の２％分の「ポ

イント」が貯まる。 

・ 貯まった「ポイント」が次回の支払い運賃額以上となった場合，自動的に利用さ  

れる。 

 

  本市の福祉サービス（令和３年４月から開始予定） 

  以下の既存の行政サービスを「totra」に移行 

ア 高齢者外出支援事業 

満７０歳以上の市民が，年度内で１０，０００円相当分，totra 事業者のバスやＬＲＴ

で利用できる。 

  

  イ 精神障がい者交通費助成事業 

    精神障がい者保険福祉手帳２級又は３級の交付を受けた方が，１，０００円に通院

月数を乗じて得た額（最大１２，０００円/年）相当分，totra 事業者のバスやＬＲ

Ｔで利用できる。 

 

６ 「totra」の取得及び「バスカード」の精算等について 

   「totra」の新規取得 

   サービス開始予定日令和３年３月２１日から発行 

・ 新規発行場所 

  バス事業者の営業所等（１９か所） など 

・ 新規発行金額 

  発行金額は，１，０００円・２，０００円・３，０００円・４，０００円・ 

５，０００円のいずれか。（発行金額には５００円の保証金※を含む。５，０００円

の場合は，保証金５００円と電子マネー４，５００円分） 

※「totra」を使用しなくなって返却する場合は，返金されます。 

 

  追加入金（チャージ） 

・ 追加入金（チャージ）可能場所 

  上記 のほか，路線バス車内，コンビニエンスストア，鉄道駅など 

・ 追加入金可能金額 

  残高最大２０，０００円まで入金可能 
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  「バスカード」の精算 

 令和３年１月４日で利用終了。翌日（１月５日）から下記のとおり精算・交換可能 

ア 通常の「バスカード」 

 バス事業者の営業所等（１９か所）で手数料なしで現金を払い戻し 
 

イ 「いきいき７０バスカード」 

    バス事業者の営業所等（１９か所）で残額に応じた「紙の回数乗車券」に交換 
 

  「定期券」 

  「totra」導入前に購入した「定期券」は期限まで引き続き，利用可能 

 

７ 「バスカード」利用終了から「totra」利用開始までの運賃支払い方法 

令和３年１月５日から令和３年３月２０日までの間は「定期券」または「紙の回数乗

車券」，「PayPay（関東自動車㈱のみ）」，「現金」での支払い 
 

令和３年１月４日まで 
令和３年１月 ５日から 
令和３年３月２０日まで 

令和３年３月２１日から 

・バスカード 
・いきいき７０バスカード 
・定期券 
・紙の回数乗車券 
・PayPay(関東自動車㈱のみ) 
・現金 

 

・定期券 

・紙の回数乗車券 

・PayPay(関東自動車㈱のみ) 

・現金 

・ｔｏｔｒａ 

・ＳｕｉｃａやＰＡＳＭＯ等の交通

ＩＣカード 

・現金 
 

 
今後， 

定期券は 
totra に 
入る。 

 
 

 

 

 
・ totraの導入前に購入した定期券や

紙の回数乗車券は，引き続き利用可能

ジェイアールバス関東㈱においては「PayPay」の利用は不可 

 

８ バスの乗降方法について 

  令和３年１月５日から順次，車両ごとに「前乗り前降り方式（前扉から乗車し，前扉

から降車）」から，「後ろ乗り前降り方式（後ろ扉から乗車し，前扉から降車）」に変更 

乗車口の変更に伴い，バス停付近のバリアフリー化（縁石やガードレールの撤去な

ど）を適宜，実施 

  ⇒ バス停への掲示やバス前面における乗車口の表示，車内放送により，利用者に案内 

 

      「前乗り前降り方式」          「後ろ乗り前降り方式」 

 

 

 

 

 廃止  
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９ 今後のスケジュール 

   令和２年１２月２４日 「totra」のサービス開始予定日等の公表 

令和３年 １月以降  利用方法等に関する周知を随時，実施（「totra」特設ホーム

ページ開設，ご利用ガイド配布など） 

 ４日 「バスカード」の利用終了 

        ５日 「バスカード」の払い戻し（手数料なし）開始 

 ３月２１日 バスへの「totra」導入・サービス開始（予定） 

     ４月 １日 「totra」を活用した「高齢者外出支援事業」及び「精神障

がい者交通費助成事業」の開始（予定） 

 


